
 

 

 

 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号） 

 

（特定健康診査等実施計画） 

第一九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期

として、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」と

いう。）を定めるものとする。 

 

（特定健康診査） 

第二〇条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、

加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出

を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送

付を受けたときは、この限りでない。 

 

（特定健康診査に関する記録の保存） 

第二二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければな

らない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若し

くは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の規定に

より特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合におい

ても、同様とする。 

 

（特定健康診査の結果の通知） 

第二三条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた

加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第二十六条第

二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同

様とする。 
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